
平成29年度 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施 
 

１ 目的 

（１）千代田区教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、毎年、

主要な施策や事務事業の取組状況について点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明

らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。 

（２）点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを区議会に提出するとともに、公表

することにより、区民への説明責任を果たし、区民に信頼される教育行政を推進する。 

 

２ 実施方法 

（１）点検及び評価は、前年度の主要施策・事業の進捗状況を総括するとともに、課題や今後

の取組の方向性を示すものとし、毎年１回実施する。 

（２）点検及び評価の対象事務事業の範囲は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に

基づく事務事業及び教育委員会事務局子ども部が所管する事務事業とし、点検及び評価は、

当該年度における主要な事務事業として別途定めたものについて実施する。 

（３）事業の進捗状況等を取りまとめ、学識経験者の意見を聴取した上で、教育委員会におい

て点検及び評価を行う。 

（４）学識経験を有する者の知見の活用を図るため、「点検及び評価に関する有識者」として教

育に関し学識経験を有する者及び教育以外の学識経験を有する者から教育委員会が委嘱す

る。 

（５）教育委員会において、点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を区議

会に提出する。また、報告書は公表するものとする。 

 

３ 実施方針 

（１）対象の事務事業 

平成28年度「主要施策の成果」事業を基本として10事業程度を対象とする。 

（２）点検・評価シート 

   平成28年度「主要施策の成果」の様式を準用する。 

（３）スケジュール 

① 有識者会議を２～３回程度開催後、有識者から意見聴取。（９～12月） 

② 有識者の意見を踏まえ教育委員会として評価を行い、報告書を作成。（12月～１月） 

③ 教育委員会定例会で報告書を議決。（２月） 

④ 報告書を区議会へ報告するとともに、区民等へ公表する。（２～３月） 

 

４ 点検及び評価に関する有識者（平成29～31年度） ※50音順 

【継続】明石 要一 （千葉敬愛短期大学学長） 

 【継続】武内 志穂 （株式会社三菱総合研究所参事） 

 【新任】日永 龍彦 （山梨大学大学教育センター教授） 

【継続】湯川嘉津美 （上智大学総合人間科学部教授） 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第二十六条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員等

に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならな

い。  

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する

者の知見の活用を図るものとする。 

教育委員会資料 

平成29年８月22日 

子ども総務 課  



平成２９年度　

　教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

　対象事業一覧

1 教育広報紙発行 子ども総務課 ☆ P62

2 国際教育の推進 指導課 ☆ P55

3 特色ある教育活動 指導課 ☆ P54

4 個に応じた指導の充実
指導課
学務課

☆ P50

5 学校行事
指導課
学務課

☆ P49

6 私立保育所等への補助
子ども支援課
子育て推進課

P24～25

7 子育てコーディネーター事業 子ども支援課 P39

8 千代田子育てサポート 児童・家庭支援センター P44

9 地域子育て支援事業運営補助 児童・家庭支援センター P45

10 子ども発達センター「さくらキッズ」 児童・家庭支援センター P42～43

11 麹町保育園園舎整備
子ども施設課
子ども支援課
子育て推進課

P36

平成28年度
予算の概要
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